
事務事業評価の評価結果について（平成28年度の事業に対する評価）

都市計画部 評価：４＝できている　３＝概ねできている　２＝課題克服が必要　１＝未着手状況　　

指標名 指標設定の考え方 目標値 実績値 数値以外の目標 目標に対する実績等の分析 評価 所見
平成29年
度以降の事
業の方向性

所見

都市政策課
都市計画
関係事業

　都市計画法などに基づく事務
等の適切な執行により、本市の
健全な発展と秩序ある整備を図
り、もって国土の均衡ある発展
と公共の福祉の増進に寄与しま
す。

都市計画関係
事務等の適切
な遂行

　関連法に基づく事務が
主となるため、数値目標
を設定することは困難で
あるので、定性的な指標
設定としました。

　次期津市都市マス
タープランの全体構
想編案を作成しま
す。
　事務等の効率化を
念頭に置いて適切に
業務を遂行します。

　次期津市都市マスター
プランの全体構想編案を
作成しました。
　紙ベース資料の更なる
データ化により、窓口・
電話対応の迅速化と、都
市計画情報システムの
ホームページ掲載のＰＲ
によって、窓口・電話の
問い合わせ件数を減少さ
せることができました。
（窓口▲３９３件、電話
▲１０７件）
　また、都市計画道路の
見直しにかかる廃止及び
変更について、説明会等
での意見を踏まえ確定案
を作成しました。

4

　都市計画法等の関連法
に基づく事務を適切に実
施することができまし
た。また、次期津市都市
マスタープランの全体構
想編案をまとめることが
できました。

拡充・充
実

　平成２８年度に作成し
た次期津市都市マスター
プランの全体構想編案を
もとに、次期津市都市マ
スタープランを策定しま
す。
　また、今後においても
都市計画法等の関連法に
基づく事務を適切に実施
していきます。

都市政策課
景観形成
関係事業

　市域における良好な景観の形
成を図ることで、市民が住みや
すく、市民や来訪者にとって魅
力的なまちづくりを推進しま
す。

違反屋外広告
物の把握、指
導
景観法に基づ
く届出の適切
な審査

　良好な景観の形成を進
める上で、影響の大きい
屋外広告物について、違
反物件や新規物件に対す
る適正な指導が必要であ
ることから、指標として
設定しました。
　また、景観法に基づく
届出は、大規模な建築物
等が対象となり、その処
理過程において、周辺の
景観との調和を図るため
の協議や指導が必要であ
ることから、指標として
設定しました。

　計画的なパトロー
ル等を、定期的に実
施することにより、
年間を通じての違反
屋外広告物の把握、
指導に努め、良好な
景観を目指します。
　景観法に基づく届
出については、事務
等の効率化を念頭に
置いた適切な業務遂
行を目指します。

　強化期間と強化路線を
設定して、計画的にパト
ロールを行いました。ま
た、市民からの通報によ
り、警察、津建設事務所
とともに商店街の合同パ
トロールを行った結果、
一部違反の是正につなげ
ることができました。
　津市景観計画に基づく
津市独自の基準のもと、
良好な景観形成のために
建築物等の誘導を行いま
した。平成２８年４月に
は一身田寺内町地区を重
点地区に指定し、さらに
重点地区を対象としたま
ちなみ修景整備事業補助
金を新設しました。

4

  三重県屋外広告物条例
に基づき屋外広告物設置
の許可や指導等を行った
ことで、適正な掲示を誘
導することができまし
た。
　景観行政団体として、
景観法に基づく届出の審
査を行い、建築物等の景
観に対する配慮を求める
ことで良好な景観形成を
図ることができました。
　平成２８年４月には、
一身田寺内町地区を市内
初の重点地区に指定する
とともに、地元住民がま
とめた「まちなみルー
ル」をこの地区の景観形
成基準として採用しまし
た。また、重点地区を対
象とした「まちなみ修景
整備事業補助金」制度を
創設し、補助を行うこと
で、本市の特徴的な景観
の保全・創出に寄与する
ことができました。さら
に、芸濃町楠原地区、美
杉町三多気地区、奥津地
区及び多気地区におい
て、景観形成基準の策定
を目指して協議を行い、
重点地区の指定に向けた
取組を進めることができ
ました。

拡充・充
実

　平成２５年度に策定し
た津市景観計画を運用
し、市内の景観特性に応
じた景観形成を推進する
とともに、景観啓発活動
にも取り組み、市民の景
観に対する意識の向上を
目指します。また、重点
地区候補４地区の重点地
区指定に向けた地元住民
との協議を引き続き行い
ます。
　市域における良好な景
観の形成を図るため、三
重県屋外広告物条例に基
づく広告物の指導強化を
計画的に進めます。

所管課長等による評価

課等名 中事業名 事業の目的

成果指標（平成28年度） 事業の評価
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所管課長等による評価

課等名 中事業名 事業の目的

成果指標（平成28年度） 事業の評価

都市政策課
都市整備
関係事業

　総合計画の位置付けに基づ
き、中心市街地や公共交通の結
節点などにおける都市機能の充
実、強化により、拠点形成を図
ります。
　また、交流拠点である津なぎ
さまちから大門・丸之内地区を
経て、新産業交流拠点の形成を
目指す津インターチェンジ周辺
にかけては、中長期的な展望の
もとに、県都としての求心力を
高めていくことができる都市機
能形成を目指します。

新都心軸に関
する要望活動
及び調査研究

　事業の目的を実現する
ためには国や県に対する
要望活動及び調査研究が
重要であるため、定性的
な指標設定としました。

　津インターチェン
ジ周辺の土地利用に
ついては、地域の実
情に応じた土地利用
が可能となるように
法令改正及び規制緩
和を国や県に対して
要望します。
　津なぎさまちにお
いては、海上アクセ
ス拠点・みなとオア
シスとしてふさわし
い賑わいと交流を創
出するみなとまちづ
くりに係る調査・研
究等の取組を行いま
す。

　津インターチェンジ周
辺の土地利用に関して地
域の実情に合わせた柔軟
な対応が可能となるよう
に抜本的な規制緩和及び
法令改正について、平成
２９年度の県政要望や東
海市長会への要望を行い
ました。
　また、津なぎさまちに
おいては、中部みなとオ
アシス連絡協議会が実施
する活動への参加やみな
とに係る調査研究事業を
通じ、みなとまちづくり
に係る調査・研究等に取
り組みました。

3

　津インターチェンジ周
辺地区においては、新産
業交流拠点として地域の
実情に応じた土地利用の
実現に向けて、国や県に
対して法令改正及び規制
緩和の要望を行いまし
た。
　また、津なぎさまちに
おいては、海上アクセス
拠点はもとより、「みな
とオアシス」にふさわし
いにぎわいと潤いのある
「みなと」の整備に向け
た調査・研究等の取り組
みを行いました。

拡充・充
実

　新都心軸整備関係事業
につきましては、農地の
確保・保全や市街化の抑
制に向けた法律の改正を
踏まえ、また、国・県の
東日本大震災を踏まえた
沿岸部の土地利用に対す
る整備の考え方や関連法
律の改正、農村産業法や
地域未来投資促進法の今
後の動きを注視しなが
ら、各拠点の土地利用に
係る施策の方向性を次期
津市都市マスタープラン
策定作業の中で検討して
いきます。

都市政策課
空家等対
策関係事
業

　市内における空き家の状況を
把握し、空家等対策の推進に関
する特別措置法に基づき策定し
た津市空家等対策計画により空
き家等に関する施策を総合的か
つ計画的に推進し、公共の福祉
の増進と地域の振興に寄与しま
す。

空家等対策計
画の作成

　空家等対策の実施の検
討を行う業務であること
から、数値目標を設定す
ることは困難であるた
め、定性的な指標設定と
しました。

　空家等対策を総合
的かつ計画的に実施
するため、空家等対
策計画を作成しま
す。

　空家外観調査や所有者
アンケート等の結果を踏
まえ、「津市空家等対策
計画」を策定することが
できました。

4

　平成２７年度に行った
空家外観調査や所有者ア
ンケート等の結果を踏ま
え、また津市空家等対策
委員会において学識経験
者や関係団体の代表から
いただいた意見をもと
に、「津市空家等対策計
画」を策定し、空家等対
策に関する本市の基本姿
勢とその対策内容を示し
ました。

拡充・充
実

　空家等対策を総合的か
つ計画的に実施するため
に策定した「津市空家等
対策計画」に基づき、津
市空き家情報バンクを市
内全域へ拡大し、市内の
空き家等の利活用を促進
します。

都市政策課
緑化推進
事業

　市民・事業者・行政が一体と
なって、緑豊かな環境と共生で
きる美しいまちづくりを目指
し、地域緑化を推進します。

緑化・美化運
動

　自治会やボランティア
団体等による地域の道路
や公園などの公共空間に
花苗や樹木等を植える緑
化・美化運動は、市民と
の協働による緑化推進を
図る上で重要であり、こ
のような活動を支援する
緑化・美化運動花苗等支
給事業における支給件数
を指標として設定しまし
た。

200件 234件

　目標件数を上回る活動
をしていただきましたの
で、公共空間の緑化推進
を図ることができまし
た。

4

 　「津市民緑と花の市」
の開催、記念樹の配布、
生け垣緑化用の苗木配布
等により家庭や地域にお
ける緑化意識の向上に寄
与することができまし
た。
　また、公共空間の緑化
推進を図るための緑化・
美化運動への参加団体も
増加し、緑豊かで美しい
まちづくりに関する意識
の向上にも寄与すること
ができました。

拡充・充
実

　既に取り組んでいる緑
化事業について、予算の
範囲内において最大の事
業効果が得られるよう、
制度の在り方を検討し、
津市緑化基金を有効に活
用した、市民の緑化意識
の高揚と市民との協働に
よる緑化の推進を目指し
ます。また、財源となる
津市緑化基金の寄附額の
増加に向けた取組を進め
ます。

都市政策課
市街地再
開発事業

　市街地における土地の合理的
かつ健全な高度利用と都市機能
の更新を図るため、建築敷地の
統合、共同建物の整備及び道
路・公園等の公共施設を一体的
に整備します。

事業用地の取
得筆数

　Ａ－２地区での道路改
良工事に係る事業用地を
確保する必要があり、事
業用地の取得筆数を活動
指標として設定します。

2筆 2筆
　地権者から事業用地を
取得するため、個別に訪
問し協議を行いました。

3

　総合計画に位置付けら
れた高次な都市機能が集
積する都市拠点である津
駅周辺地区においては、
津駅栄町線の拡幅工事を
実施するため地権者と協
議を行い、事業に必要な
土地の売買契約を締結す
ることができました。さ
らに、土地の高度利用と
都市機能の更新を図るた
め、市街地再開発事業の
推進に向けて関係機関及
び地権者と協議を行いま
した。

拡充・充
実

　Ｂ地区、Ｃ地区につい
ては、関係地権者、関係
機関等との協議を継続
し、熟度の高まりを含め
た諸条件が整うまでの間
は現状業務を基本とする
が、関係地権者の意向把
握に努め、全体事業に影
響を及ぼさないよう様々
な検討を加え事業を執行
します。また、Ａ－２地
区における津駅栄町線拡
幅工事については、事業
用地を確保したため、引
き続き関係機関等と調整
を行い事業を進めていき
ます。
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開発指導室
開発指導
関係事業

　市内で宅地開発などを行おう
とする者に対して、都市計画法
による許可及び津市開発行為に
関する指導要綱等による確認に
関する事務処理や指導を行うこ
とにより、開発地の良好な宅地
水準を確保するとともに、健康
かつ安全な生活環境の保全と良
好な都市環境の整備を図りま
す。

審査、指導、
許可の迅速化

　都市計画法・三重県宅
地開発事業の基準に関す
る条例・津市開発行為に
関する指導要綱により、
宅地開発等を行おうとす
る者に対して、審査、指
導、許可を更に適正・迅
速に行います。

　都市計画法及び三
重県宅地開発事業の
基準に関する条例並
びに津市開発行為に
関する指導要綱によ
り、宅地開発等を行
おうとする者に対し
て、審査、指導、許
可を更に適正・迅速
に行うことを目標と
します。

　これまでの取組につい
て概ね目標どおり行って
いますが、今後、更に適
正・迅速に努めていくこ
とが必要になります。

4

　開発事業等の申請や届
出などに際し、開発事業
者等との協議を行い、よ
り良好な住環境や景観の
保全・創出のため、事業
者等に協力を求めながら
適正な指導を行うことが
できました。

現状維持

　開発事業等の申請や届
出などの開発事業者等と
の協議については、『開
発許可申請等手続マニュ
アル』などに基づき指導
を行っていますが、最近
の開発事業の傾向とマ
ニュアルなどの内容につ
いて、開発事業にそぐわ
ない個所等が見受けられ
ることから、その内容の
見直しを行い修正しま
す。

　平成２９年度以降も指
定管理者制度による施設
利用者の利便性、快適性
に配慮した適正な施設の
管理運営のほか、イメー
ジアップ事業等を通じて
賑わいの創出を図ってい
きます。また、高速船の
利用者数については、前
年度に比べて約６％増加
しており、今後も更なる
利用者増に向けて、三重
県、運航事業者等との連
携を一層強くし、安定し
た運航のために利用促進
に取り組む必要があるこ
とから、平成２８年度に
引き続き県外利用者増に
向けての利用促進策とし
て、中部国際空港からの
就航便が最も多い北海道
と九州で観光キャンペー
ンを行うとともに、県外
から三重県内への観光や
ビジネスの利用は高速船
が便利であることをPRし
ます。
　さらに、平成３１年度
には、中部国際空港にＬ
ＣＣ向けの新ターミナル
が整備されることに伴
い、海上アクセス利用者
の増加が見込めることか
ら、津なぎさまち利用者
用の駐車場の拡充に向け
た検討を進めてまいりま
す。

拡充・充
実

　指定管理者制度により
施設利用者の利便性、快
適性に配慮した適正な施
設の管理運営を行うこと
ができました。
  海上アクセスの利用促
進への取組として、三重
県や運航事業者、中部国
際空港などと連携し、主
要就航先において観光
キャンペーンを実施し、
海上アクセス事業のＰＲ
を行いました。
　高速船の運航において
は、運航事業者と協議を
進めてきた結果、平成２
８年１２月２０日から２
便（往復）増便され、１
５便（往復）となり、伊
勢志摩サミット後の観光
客の増加や松阪航路の休
止により、利用者が前年
度と比べて約６％増加し
ました。
　また、運航事業者との
間で、運航事業に係る赤
字補填は行わないことな
ど、現協定を変更するこ
となく、これまでと同条
件で今後１０年以上運航
事業を継続することで合
意し、将来に向けた安定
的な運航を確保すること
ができました。今後も引
き続き三重県や運航事業
者などと連携し、より一
層の利用促進等を図って
いく必要があります。

　高速船の利用状況は、
５月に開催された伊勢志
摩サミット後の観光客の
増加や１２月の津航路増
便により、式年遷宮が行
われた平成２５年度を上
回り、平成２１年度以降
最大の利用者数となりま
した。

4
277,590

人
270,000

人

　海上アクセス事業の高
速船利用者数は、他交通
機関や空港利用者の影響
を受けやすいという点は
あるが、利用促進に向け
た取組による効果を測定
する上で重要な指標であ
るため当該指標を設定し
ました。
　なお、指標について
は、過去５年間の高速船
利用者実績値の平均をも
とに設定しました。
(参考：平成２３年利用者
数　２６４,８１８人、平
成２４年利用者数　２６
８,３２３人、平成２５年
利用者数　２７７,３９８
人、平成２６年利用者数
２６２,５３６人、平成２
７年利用者数　２６１,８
５８人）

高速船利用者
数

　津なぎさまち内旅客船ターミ
ナル及びその附帯施設のイメー
ジアップや賑わいの創出に努め
つつ、効率的かつ柔軟な管理運
営を行うとともに、海上アクセ
ス事業の円滑な推進を図りま
す。

津なぎさ
まち管理
運営事業

交通政策課
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都市計画部 評価：４＝できている　３＝概ねできている　２＝課題克服が必要　１＝未着手状況　　

指標名 指標設定の考え方 目標値 実績値 数値以外の目標 目標に対する実績等の分析 評価 所見
平成29年
度以降の事
業の方向性

所見

所管課長等による評価

課等名 中事業名 事業の目的

成果指標（平成28年度） 事業の評価

交通政策課

伊勢湾へ
リポート
管理運営
事業

　指定管理者制度により、津市
伊勢湾へリポートの効率的で、
安全性の確保に留意した適正な
管理運営を行うとともに、ヘリ
ポートの更なる利用促進を図り
ます。

着陸回数

　着陸回数を指標に設定
することで、利用が促進
されているか、また利用
料金の増収による安定的
な管理運営を行うことが
できているかの判断材料
となるため、当該指標を
設定しました。

1300回 1229回

　平成２８年度は、着陸
回数が１,２２９回とな
り、昨年度と比較して２.
１％（２５回）増加しま
したが、ほぼ横ばいで推
移しています。５月に開
催された伊勢志摩サミッ
トの飛行制限の影響によ
り、着陸回数は減少しま
したが、その後は、県防
災ヘリ、県警ヘリの出動
や訓練などにより利用が
伸びたため、全体として
ほぼ横ばいとなりまし
た。

3

　施設の管理について、
指定管理者と連携し、安
全性を第一に考えたヘリ
ポートの適正な管理運営
を行うことができまし
た。
  なお、着陸回数は１,２
２９回で前年度比２５回
の増加となりました。
　今後も引き続き、指定
管理者等と協力し、三重
県内唯一の公共用ヘリ
ポートとしての機能が発
揮できるよう施設の適切
な維持管理に努める必要
があります。

現状維持

　指定管理者制度によ
り、施設の安全性確保に
留意した適正な管理運営
を行うことができまし
た。なお、当該施設は老
朽化が進んでいることか
ら、計画的な修繕に取り
組んでまいります。
　今後も、指定管理者、
格納庫利用者と連携し、
安全性を確保しつつ効率
的かつ柔軟な管理運営と
コスト削減を推進してい
くとともに、更なる利用
促進に取り組む必要があ
ります。

　平成２７年３月３１日
に策定した津市地域公共
交通網形成計画の推進プ
ロセスに基づき、目標の
達成状況及び計画の進捗
状況を把握するととも
に、平成２９年度に行う
同計画の中間評価の結果
を十分に活用し、更なる
コミュニティ交通の整
備・改善を行っていきま
す。
　また、平成２９年度
は、シルバーエミカを活
用した津市コミュニティ
バスの高齢者運賃の無料
化、「わたしの時刻表」
の発行、スーパーと協働
した利用促進及びモビリ
ティマネジメントシステ
ムを活用した啓発活動な
どを組み合わせ、より利
便性の高い公共交通機関
となるよう取り組んでま
いります。

拡充・充
実

　平成２７年３月３１日
に策定した津市地域公共
交通網形成計画に基づ
き、市民の移動手段を確
保するため、市自主運行
バスの運行委託及び市民
自主運行バス事業への補
助を行い、バス運行事業
の継続に取り組みまし
た。
　津市コミュニティバス
運行事業については、利
用者や地域住民の声を反
映しながら、必要に応じ
た運行の見直しと改善を
行い、利用者にとって利
便性をより一層高めるこ
とができました。
　地域住民運営主体型コ
ミュニティ交通事業につ
いては、高松山団地の乗
合ワゴン及び白山地域の
２地区における乗合タク
シーの運行について、問
題点・課題の整理、分
析、運行見直しなどを行
い、同事業への支援を行
いました。
　また、津市地域公共交
通活性化協議会と連携し
て、公共交通の見える化
の推進（インターネット
路線検索サイトへのコ
ミュニティバス時刻表
データ等の提供）や車の
賢い使い方の啓発（モビ
リティマネジメントシス
テムの作成）を行うこと
で、公共交通の利用促進
に取り組むことができま
した。

3

　対前年比で、津市コ
ミュニティバスが１００.
６％、廃止代替バスが９
４.３％、ぐるっと・つー
バスが８９.７％、いずれ
もほぼ現状を維持してい
ます。また、地域住民運
営主体型コミュニティ交
通については、平成２８
年３月から高松山団地に
加え、白山地域の２地区
で乗合タクシーの運行が
開始され、合計３地域と
なりました。引き続き、
コミュニティバス等のＰ
ＤＣAサイクルに基づき
運行の見直しと改善を図
るとともに、公共交通全
体の利用促進に取り組ん
でいく必要があります。

209,107
人

215,000
人

　公共交通システムの構
築度を図るための一定の
判断材料とするため、市
財政投入路線（津市コ
ミュニティバス、廃止代
替バス、ぐるっと・つー
バス、高松山団地乗合ワ
ゴン、二俣地区乗合タク
シー、上佐田地区乗合タ
クシー）について、各年
度の目標値を設定しまし
た。
　なお、目標値について
は、津市地域公共交通網
形成計画の数値目標に掲
げる幹線及び支線と位置
付けるバス路線の利用者
数のうち、上記路線の利
用者数の割合をもとに改
めて設定しました。

市財政投入路
線利用者数
（コミュニ
ティバス、廃
止代替バス
等）

　津市コミュニティバスについ
ては、平成２５年４月から本格
運行に移行し、その後もPDCA
サイクルによる事業評価と必要
に応じて運行の見直しや改善を
行っていきます。
　また、平成２７年３月３１日
に策定した津市地域公共交通網
形成計画に基づき、地域住民主
体の新たなコミュニティ交通の
推進や、行政と民間事業者、地
域住民が協働した新たなバス路
線の検討、公共交通の利用促進
にも取り組んでいきます。

交通政策
関係事業

交通政策課

4 / 7 



都市計画部 評価：４＝できている　３＝概ねできている　２＝課題克服が必要　１＝未着手状況　　

指標名 指標設定の考え方 目標値 実績値 数値以外の目標 目標に対する実績等の分析 評価 所見
平成29年
度以降の事
業の方向性

所見

所管課長等による評価

課等名 中事業名 事業の目的

成果指標（平成28年度） 事業の評価

交通政策課
名松線復
旧関係事
業

　美杉地域における生活交通の
確保と地域振興を図るため、平
成２１年１０月の台風１８号に
よる被災以降、バスによる代行
輸送区間のＪＲ名松線家城駅か
ら伊勢奥津駅間について、ＪＲ
東海、三重県、本市による三者
協定締結を受け、早期復旧に向
け水路整備事業等の実施、ま
た、水路整備箇所における登記
未処理箇所の完了を目指しま
す。
（ＪＲ名松線は、平成２８年２
月までに水路事業等を完了し、
同年３月２６日に全線復旧を果
たしました。）

登記箇所数

　水路整備箇所等におけ
る土地地積訂正、分筆、
地目変更、地図訂正等の
登記処理箇所数を指標と
して設定しました。

5箇所 5箇所

　平成２７年度までの復
旧関係事業において実施
した整備箇所に係る同年
度末までに実施できな
かった土地の登記（地積
更正、分筆、地目変更、
地図訂正）を行うことが
できました。
　なお、所有権移転につ
いては、一部地権者の同
意が得られていないこと
などから、引き続き、関
係者と協議し、協議が整
い次第、登記を行う予定
です。

3

　平成２７年度までの復
旧関係事業において実施
した整備箇所に係る土地
の登記を行うことができ
ました。

現状維持

　平成２７年度までの復
旧関係事業において実施
した整備箇所に係る土地
の登記（地積更正、分
筆、地目変更、地図訂
正）を行うことができま
した。土地所有権移転登
記については、一部地権
者における所有権移転登
記が未了であること、ま
た、一部地権者の同意が
得られていないことなど
から、引き続き、関係者
と協議し、協議が整い次
第、登記を行う予定で
す。

津駅前北部
土地区画整
理事務所

土地区画
整理推進
事業

　土地区画整理事業を円滑に推
進するための津駅前北部土地区
画整理事業以外のその他事務経
費で、他市の事業者との情報交
換や権利者との交渉・協議に当
たって理解・信頼を得られるよ
うに交渉能力を高めることを目
的とした補償や換地に係る専門
的知識を習得します。

外部研修会へ
の参加人数

　専門知識向上の推進を
図るために参加した研修
会等により、習得した補
償や換地に係る専門的知
識を移転業務にいかして
事業の推進を図るため、
研修会への参加を指標と
しました。

13人 14人
　事務所内で専門知識習
得の意識付けができまし
た。

4

　研修会等に参加するこ
とにより、習得した専門
知識を権利者との交渉・
協議等に活用することが
できました。

現状維持

　平成２９年度も積極的
な研修への参加や職員自
身の努力により、専門知
識の習得に努めていきま
す。

津駅前北部
土地区画整
理事務所

津駅前北
部土地区
画整理事
業

　津駅北側一帯の栄町三丁目、
栄町四丁目、上浜町一丁目、羽
所町の各一部の地域では、道路
等の公共施設が未整備で交通の
支障となっており、老朽化した
建物で密集市街地を形成してい
たため、平成８年３月の事業認
可に基づき、施行面積約１１．
６ｈａの土地区画整理事業を実
施しています。この事業によ
り、地区内の都市計画道路４路
線とこれを支える区画道路を合
わせて整備し、周辺の土地利用
との整合性を図りつつ、都市防
災にも十分配慮し、交通の円滑
化や宅地の利用を促進し、良好
な都市機能と健全な市街地の形
成を図ります。

仮換地の使用
収益開始箇所
進捗率

　仮換地の使用収益開始
とは、当事業により建物
移転をした地権者の移転
先である土地を造成し、
周辺道路の整備を行った
中で、建築可能な土地に
して法的な通知により仮
換地として引き渡す行為
です。この行為をもって
各地権者に対する利益の
帰属がされるものと考
え、この行為が全体箇所
数に対し何箇所されてい
るかを進捗率にすること
により、当該事業の目的
の達成度が分かることか
ら、仮換地の使用収益開
始箇所進捗率を指標とし
て設定しました。

96% 96%

　移転戸数増に伴う使用
収益開始箇所の増により
目標値を達成することが
できました。

4

　区画道路等の工事及び
建物等の移転４件を実施
しました。これにより平
成２８年度末で移転完了
総戸数は２２４戸とな
り、移転進捗率は約９
８％となりました。
　今後も区画整理事業の
早期完了に向け、引き続
き権利者との交渉・協議
を重ねていきます。

現状維持

今後も区画整理事業の早
期完了に向け、引き続き
権利者との交渉・協議を
重ねていきます。

建築指導課
建築指導
関係事業

　市内で建築物を建築しようと
する者に対し、建築基準法に基
づき、建築確認の審査、建築物
の検査及び許可等を行います。
これらの建築確認制度等の実施
により建築基準法に規定する建
築物の構造、設備等に関する技
術基準を確保し、市民の生命、
健康及び財産の保護を図りま
す。

指定道路図に
おける位置指
定道路の一部
公表及び位置
指定道路以外
の公表準備

　都市計画区域内の道路
について、関係部局と連
携し、基準時の立ち並び
や道路幅員、現況地番等
を調査の上、一律の基準
に従い指定道路図及び指
定道路調書を作成しま
す。

　位置指定道路の一
部公表及びその他の
道路の確認・精査を
行います。

　指定道路図における位
置指定道路４３１件のう
ち、２２８件（５３％）
を公表しました。

4

　審査・検査などの取扱
いに関し、他の特定行政
庁及び指定確認検査機関
と情報交換を行うことな
どにより、事務を円滑に
遂行することができまし
た。

拡充・充
実

　引き続き、建築基準法
等の関係法令に基づいて
的確な審査・検査を実施
するため、継続して人材
の育成を図っていきま
す。 また、指定道路図に
おいては２項道路の公表
準備を進めます。

5 / 7 



都市計画部 評価：４＝できている　３＝概ねできている　２＝課題克服が必要　１＝未着手状況　　
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建築指導課
耐震化促
進事業

　津市耐震改修促進計画に基づ
き、市民の被害を直接軽減する
ために、木造住宅や多数の者が
利用する特定建築物の耐震化率
の向上を推進し、災害から市民
の生命や財産を守り、安全で安
心して暮らせるまちづくりを推
進します。

耐震診断実施
件数+
耐震補強事業
補助件数+
耐震補強計画
作成実施件数
+
除却事業補助
件数

　津市耐震改修促進計画
に基づく各年度に必要な
診断実施件数、補強事業
補助件数、補強計画作成
実施件数並びに除却事業
補助件数を指標としまし
た。

568件 737件

　耐震診断事業実施
４００件、耐震補強
計画事業作成実施５
２件、耐震補強事業
補助５９件、木造住
宅除却事業補助５７
件を、それぞれ目標
に木造住宅耐震診断
住宅訪問啓発事業と
合わせ行います。

　平成２８年４月１４日
に発生した熊本地震によ
り耐震化に対する意識が
高まり、耐震診断実施件
数が増加しました。今後
においても、計画(設
計）・工事へ進めるよ
う、一層の啓発が必要と
なります。

3

　耐震化の促進のため
に、木造住宅耐震診断住
宅訪問啓発業務委託によ
る住宅への戸別訪問、耐
震補強無料相談会の実
施、耐震診断を受診した
方へのダイレクトメール
の発送など種々の啓発活
動を実施しました。ま
た、耐震補強計画作成や
補強工事、木造住宅の除
却等への支援も行いまし
た。今後も引き続き普
及・啓発に努めていきま
す。

拡充・充
実

　木造住宅の更なる耐震
化率向上のため、新たに
各総合支所において無料
耐震相談会の開催及び団
地においての戸別訪問を
実施し、耐震化補助制度
の周知と拡充をより一層
行い、津市耐震改修促進
計画に掲げる目標達成を
目指します。

建築指導課
空家等対
策関係事
業

　空き家が適正に管理されてい
ないため、損壊した建物の瓦や
外壁部材等が飛散又は建物が倒
壊するおそれがあり、道路の通
行や付近の住民等に危険を及ぼ
すおそれのある空き家につい
て、空家等対策の推進に関する
特別措置法に基づき、当該空き
家の所有者等に対し適正管理及
び改善を促し、良好な住環境の
形成を推進します。

危険空き家の
改善と適正管
理の促進

　空き家が適正に管理さ
れていないため、周辺に
危険を及ぼすおそれのあ
る空き家等について、空
家等対策の推進に関する
特別措置法に基づく措置
を行い、空き家の所有者
自らが改善及び適正管理
を行うよう促します。

　適正に管理されて
いないため、危険な
状態にある空き家等
の所有者に改善及び
適正管理を促し、良
好な住環境の形成を
推進します。

○相談件数累計
合計 ２９４件（うち改善
済１２６件）
＊改善率４２.９％
○特定空家等認定数累計
（外観調査分を含みま
す）
合計１４４件（うち改善
済１６件）
＊改善率１１.１％
・昨年度に法が施行され
たことにより住民意識が
高まり相談件数が増加し
ました。また、空き家等
の倒壊などの進行によ
り、ますます相談が増加
し、特定空家等の認定件
数が増えました。

3

　相談件数２９４件に対
し改善済１２６件、改善
率４２.９％となりまし
た。また、１４４件の
「特定空家等」は１６件
が解体などにより改善に
至りました（改善率１１.
１％）。所有者による空
き家等の改善（除却等）
には費用もかかり、また
所有者・相続人の状況に
よっては、所有者間の調
整に相当の期間を要する
場合もあります。今後も
引き続き定期的な現地パ
トロールと所有者に対す
る改善依頼や法に基づく
措置の段階的な実施等を
繰り返し粘り強く対応す
ることで改善促進を行っ
ていく必要があります。

現状維持

　法が施行され、空家等
対策に対する市民の関心
が高まっており、空き家
等に対する相談が今後も
増加することが予想され
ます。また、平成２７年
度に都市政策課が津市空
家等対策計画を策定する
ために実施した空家外観
調査で、「居住不能」又
は「大改修が必要」と判
定された２７０件に対
し、平成２８年度に「特
定空家等」に該当するか
どうかを再調査し、７３
件を「特定空家等」に認
定しました。さらに、そ
の他指導が必要とされる
６３件と、新規相談に対
応し、未改善で対応継続
中のものについても併せ
て、引き続き定期的な現
地パトロールと所有者に
対する改善依頼や法に基
づく措置の段階的な実施
等を繰り返し粘り強く対
応し改善促進を行いま
す。

建築指導課
狭あい道
路整備事
業

　幅員４ｍ未満の狭あい道路に
ついて、利便性と安全性を確保
するために拡幅・整備を推進し
ます。また、セットバックする
仕組みづくりに取り組み、道路
後退用地の確保や門塀等の撤
去、舗装などを推進します。

狭あい道路整
備事業申請件
数

　市民と協働して幅員４
ｍ未満の狭あい道路の拡
幅整備を促進し、良好な
市街地の形成を図り、安
全で住みよいまちづくり
を推進することを目標と
していることから、津市
狭あい道路拡幅整備促進
計画に基づく各年度の事
業量見込みから算出した
事業件数を指標としまし
た。

5件 10件 　

　１件あたりの助成金及
び報償金が当初の想定よ
り少額であったことか
ら、目標を大きく上回る
実績を達成することがで
きました。

4

　事業開始前に関係団体
向けの説明会を２回開催
し、事前に制度の周知・
啓発を行いました。平成
２８年度実績として、本
事業により１１件の寄附
を受けることができまし
た。また、本事業の活用
の有無に関わらず、セッ
トバックのための道路の
中心立会を４２件実施し
ました。今後も狭あい道
路に係る窓口相談等の機
会を捉え、制度の普及・
啓発を行っていきます。

拡充・充
実

　事業が周知されたこと
により、申込み件数が増
加する傾向にあることか
ら、適切な予算の確保、
人材の育成、事務の効率
化等を進めていきます。
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都市計画部 評価：４＝できている　３＝概ねできている　２＝課題克服が必要　１＝未着手状況　　

指標名 指標設定の考え方 目標値 実績値 数値以外の目標 目標に対する実績等の分析 評価 所見
平成29年
度以降の事
業の方向性

所見

所管課長等による評価

課等名 中事業名 事業の目的

成果指標（平成28年度） 事業の評価

美杉・地域
振興課

名松線利
活用関係
事業

　全線復旧を契機にＪＲ名松線
の継続的な利用促進及び同路線
を利活用した美杉地域の活性化
につなげるため、関係団体及び
関係部局と協力し、美杉地域や
同路線の魅力を発信する事業を
展開します。

いいとこ発見
事業
復旧一周年記
念式典の実施

　美杉地域の活性化のた
め、美杉地域の魅力や名
松線の魅力発信事業を
行った回数を指標としま
した。

6回 6回
　目標どおり開催できま
した。

4

　全線運行再開以降、名
松線沿線ウォークの開催
や東京・大阪・名古屋の
大都市圏を含む市内外で
のＰＲ、名松線利用者無
料臨時バス運行等を通じ
て名松線及び沿線地域の
魅力を紹介することで、
復旧後の1年間で延べ６
６,０００人の利用があり
ました。
　また、「名松線復旧一
周年記念イベント」で
は、多くの鉄道ファンと
復旧一周年を祝うととも
に、沿線地域３３店舗の
加盟による、名松線利用
者のおもてなしを目的と
した「名松線利活用促進
ネットワーク事業」の開
始宣言を行い、新たなス
タートを切ることができ
ました。

拡充・充
実

　名松線を利用していた
だいて沿線地域へお越し
いただくことが、沿線地
域の活性化につながるこ
とから、新たな事業に取
り組みながら引き続き積
極的なＰＲに努めていき
ます。
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